
 

■ あしがるバス等利用促進策（案） 

 

１ あしがるバス等利用促進策（案）の概要 

 ⑴ きよす あしがるバス「時刻表・ルート図」の発行【平成 28年 4月発行】 

  ○ ルート・ダイヤ改正時（資料７参照）に、より利便性、視認性の高い時刻表・ル

ート図を作成。 

項 目 内  容 

主 な 改 善 点 

・紙面の拡大（Ａ３→Ａ２）。 

・主要な観光施設、生涯学習施設、まつりを図示。 

・市内鉄道・タクシー乗り場を掲載。 

・商業施設、診療所の情報を掲載。 

・市ホームページ等へアクセスするＱＲコードを掲載。 

・色覚異常の方に配慮したルート図。 

・広告枠を拡大し、自主財源確保拡大。 

 

 ⑵ 一日乗車券の発行【平成 28年 4月 1日運用開始】 

  ○ 利用者ごとの利用状況に応じた利便性を更に高めるとともに、観光アクセス手段

の充実※ を図るため、一日間に限り乗り放題となる「一日乗車券」を導入。 

※ 本市における地方創生を推進するため、今年度中に策定予定である「清須市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」において、「観光アクセスの充実」として、あ

しがるバスの「一日乗車券」の導入、「モデルコース」（下記⑶）の設定、及び、

レンタサイクルの利便性向上（下記⑸）を位置付ける予定。 

 

項 目 内  容 

概 要 

【販売価格】２００円（全線乗降自由、購入当日に限り有効） 

【販売場所】コミュニティバス車内（乗車時に運転手に伝える。） 

【そ の 他】 

・通常運賃（１乗車ごと１００円、未就学児は無料）との併用 

・乗継券を廃止 ・購入後の払い戻しなし 

 

 ⑶ きよす あしがるバスの「モデルコース」の設定【平成 28年 4月から周知開始】 

  ○ あしがるバスを利用して市内主要施設等へ行く「モデルコース」を設定し、チラ

シ、ホームページ等により広く周知を図り、更なる利用の促進につなげる。 

項 目 内  容 

設 定 方 針 

①市内在住の利用者向け（各地区から主な公共施設への案内） 

・各ルート→市役所本庁舎 

・各ルート→夢広場はるひ 

②市外在住の利用者向け（鉄道駅を基点に主な観光施設を一日で巡る） 

・清洲駅→夢広場はるひ→清洲城（県貝殻山貝塚）→キリンビール→清洲駅 

・新清洲駅→夢広場はるひ→清洲城（県貝殻山貝塚）→キリンビール→清洲駅 

   ※ 上記⑵の一日乗車券と合わせてＰＲを実施 

  

 ⑷ 運転免許証自主返納支援事業【平成28年4月1日運用開始】 

  ○ 高齢等の理由により運転免許証を返納された方に対して、自家用車に代わる交通

手段としてコミュニティバスを利用するきっかけづくりとするため無料券を配布。 

  ○ 従来からのバス利用者に配慮しつつ、免許証返納後のコミュニティバスの利用を

促す観点から、回数及び期間を限定して配布。 

項 目 内  容 

概 要 あしがるバス無料乗車券（１０回分、有効期間６か月）を配付 

 

 ⑸ レンタサイクルの返却ポイントの追加【平成28年度春季から運用開始】 

  ○ 集客力の高い主要観光施設へのアクセス手段の充実を図るため、レンタサイクル

の返却ポイントを追加する。 

項 目 内  容 

主 な 改 正 点 

年間約 10万人が訪れるキリンビール名古屋工場に返却ポイント

を設置し、利便性の向上及び利用者増加を図る。 

（キリンビールからの帰路はあしがるバスの利用及びキリンビー

ルのシャトルバスを周知） 

 

２ 今後のスケジュール 

時 期 

内  容 

時刻表・ 

ルート図 
一日乗車券 

モデル 

コース 

免許証自主

返納支援 

レンタ 

サイクル 

12月 24日 第２回地域公共交通会議において協議 

１月上旬 意見聴取締切  意見聴取締切   

２月上旬 第３回地域公共交通会議において協議・承認 

２月上旬 
愛知運輸支

局へ申請 

愛知運輸支

局へ届出 

 愛知運輸支

局へ届出 

 

２月下旬 
時刻表・ルー

ト図作成 

一日乗車券

作成 

チラシ作成 無料乗車券

作成 

サイクルマ

ップ印刷 

３月１日 
 広報清須 

３月号掲載 

 広報清須 

３月号掲載 

広報清須 

３月号掲載 

３月下旬 
愛知運輸支

局の認可 

    

４月１日 

広報清須 

４月号に折

込、各戸配布 

運用開始 広報清須 

４月号に折

込、各戸配布 

運用開始 レンタサイ

クル春季 

開始 

５月上旬 
ルート・ダイ

ヤ改正 

    

 

 

【資料９】 


